
〔名古屋市市税減免条例に基づく市民税・県民税の減免事項〕 

 減免・免除該当者 
市民税・県民税 森林環境税 

申請期限 減免額 免除額 

1 

震災、風水害、落雷、火災そ

の他これらに類する災害によ

り被害を受けた方 

次のいずれか遅い日 

(注5) 

ａ左の減免該当者に該

当することとなった

日以後最初に到来す

る納期限 

ｂその該当することと

なった日の翌日から

起算して 30 日を経

過する日 

被害等の程度により一

定額を減免 

普通徴収の場合は、申

請書の提出日以後に

納期限の到来する納

付額 

給与からの特別徴収

または公的年金から

の特別徴収の場合は、

申請書の提出日以後

に支払を受けるべき

給与または公的年金

から徴収される税額

に相当する額 

2 

生活保護法で定められた生活

扶助、教育扶助、住宅扶助、

医療扶助、介護扶助、出産扶

助、生業扶助または葬祭扶助

(注2)を受けている方 

扶助を受けている期間

に納期限の到来する納

付額またはその期間の

初日の属する月の翌月

から最終の月までの月

割額の全部 

3 
(注1) 

前年中の総所得金額等が所

得割非課税限度額(注3)以下

の方 
1月1日以後最初に到来

する納期限 

(原則として6月30日) 

税額の全部 

 

4 
(注1) 

前年中の総所得金額等が所

得割非課税限度額を超え

所得割非課税限度額に33

万円を加算した額以下の

方 

所得割額の 50％ 

5 
(注1) 

障害者、未成年者、寡婦、ひと

り親、被爆者(障害者を除く。)

で前年中の総所得金額等が

135万円または所得割非課税

限度額のいずれか多い額に33

万円を加算した額以下の方 

1月1日以後最初に到来

する納期限 

(原則として6月30日) 

税額の 50％ 

6 
(注1) 

障害者または疾病等の事由に

より市民税の納税義務を負わ

ない夫と生計を一にする妻で

前年中の総所得金額等が 135

万円または所得割非課税限度

額のいずれか多い額に33万円

を加算した額以下の方 

7 
(注1) 

勤労学生控除の適用を受けて

いる勤労学生の方 
税額の全部 

8 

(注1) 

6月30日において前年中の総

所得金額が210万円以下の方

のうち本年の見込額が前年の

総所得金額の1/2以下になる

と認められる方(注4) 

次のいずれか遅い日 

(注5) 

ａ左の減免該当者に該

当することとなった

日以後最初に到来す

る納期限 

ｂその該当することと

なった日の翌日から

起算して30日を経過

する日 

所得割額の 50％ 
表 1、2 に該当する場合

と同額 

9 

雇用保険法で定められた基本

手当の受給資格を有する方で

前年中の総所得金額が210万

円以下の方 

基本手当の支給の対象

となる日の属する月に

到来する納期の納付額

の全部 

 



10 

雇用保険法で定められた高年

齢求職者給付金の受給資格を

有する方で前年中の総所得金

額が210万円以下の方 

次のいずれか遅い日 

(注5) 

ａ左の減免該当者に該

当することとなった

日以後最初に到来す

る納期限 

ｂその該当することと

なった日の翌日から

起算して30日を経過

する日 

失業の認定日から所定

給付日数分の日を経過

する日までの日が属す

る月に到来する納期の

納付額の全部 
11 

雇用保険法で定められた特例

一時金の受給資格を有する方

で前年中の総所得金額が210

万円以下の方 

12 

雇用保険法で定められた日雇

労働求職者給付金の受給資格

を有する方 

失業の認定を受けた日

の翌日から起算して30

日を経過する日 

日雇労働求職者給付金

の支給の対象となる日

の属する月に到来する

納期の納付額の全部 

13 

(注1) 

中国残留邦人等の円滑な帰国

の促進並びに永住帰国した中

国残留邦人等及び特定配偶者

の自立の支援に関する法律に

規定する支援給付を受けてい

る方 

次のいずれか遅い日 

(注5) 

ａ左の減免該当者に該

当することとなった

日以後最初に到来す

る納期限 

ｂその該当することと

なった日の翌日から

起算して30日を経過

する日 

給付を受けている期間

に納期限の到来する納

付額の全部 

14 

(注1) 

1月1日（賦課期日）以後に障

害者となった方で、前年中の

総所得金額等が135万円また

は所得割非課税限度額のいず

れか多い額に33万円を加算し

た額以下の方 

障害者となった日以後

に納期限の到来する納

付額の 50％ 

(注1) 表３、４、５、７に該当する方で、給与や年金の支払者から給与支払報告書、公的年金等支払報告
書が提出された方や、所得税の確定申告書、市民税・県民税の申告書を提出した方は、減免申請の必
要はありません。 
なお、表３～８、13、14の減免のうち、２つ以上に該当する場合は、減免額が最も大きいもののみ

適用を受けることができます。 

(注2) 生活保護法第18条第２項の規定により行われる葬祭扶助は除きます。 

(注3) 所得割非課税限度額は、扶養家族のない方は45万円、扶養家族のある方は[{35万円×(扶養家族の
数＋1)＋10万円}＋32万円]です。 

(注4) 森林環境税の免除においては「総所得金額」を「合計所得金額」と読み替えてください。 

(注5) 申請期限欄の｢該当することとなった日｣については、表１では｢災害の発生した日｣、表２では｢扶
助の開始のあった日｣、表８では｢6月30日｣、表９では｢離職後最初に失業の認定を受けた日｣、表10、
11では｢失業の認定を受けた日｣、表13では「支援給付の開始のあった日」、表14では「障害者となっ
た日」と読み替えてください。 

また、｢最初に到来する納期限｣とは、原則として普通徴収によって納付している方は｢6月30日｣、
給与からの特別徴収によって納付している方は｢7月10日｣です。（土曜日・日曜日、祝日の場合はその
翌日） 


